
２０２２(Ｒ４)年度　エコレポート

株式会社　ナカキン

このエコレポートを
見れば環境についての活動
内容がわかるんだよ！！

株式会社 ナカキンって
どんな会社か？

教えて下さい。



　　 ・事業所所在地
本社工場 大阪府枚方市春日北町2丁目10番5号
枚方工場 大阪府枚方市春日野2丁目15番8号

☆ 春日西工場 大阪府枚方市春日北町2丁目30番5号
鳥飼工場 大阪府摂津市東一津屋3番31号
東京営業所 東京都江東区亀戸１丁目８番７号

     ・営業品目      ・会社概要
　　 アルミ軽合金鋳物 2017年10月 工場名称を変更　：　春日工場　→　本社工場

精密金型
ロータリーポンプ
ブレンダー

　　            【継 続 的 向 上】

　計画

　環境側面

　法的及びその他の要求事項

　マネジメントレビュー 　目的、目標及び実施計画

　点検 　実施及び運用

　監視及び測定 　資源、役割、責任及び権限

　順守評価 　力量、教育訓練及び自覚

　不適合並びに是正処置及び予防処置 　コミュニケーション

　記録の管理 　文書類

　内部監査 　文書管理

　運用管理

　緊急事態への準備と対応

　

環 境 方 針
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　　　環境マネジメントシステム図　　　　

☆ ２０２０年の5月に
春日西工場が竣工して、
大阪府には４つの工場
があるのですね

これがＥＭＳ（環境マネジ

メントシステム）です

１．会社概要

詳しくはインターネットhttp://www.nakakin.co.jp
を見て下さいね！

２．１４００１(EMS)とは

これがナカキンの
会社（環境）方針ですね

(PLAN)

(DO)(CHECK)

(ACTION)



　　３－１　該当する環境関係法令（条例）　

　　　１．化学物質に関する法律
　　　　・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律　　
　　　　・毒物及び劇物取締法
　　　　・消防法
　　　　・高圧ガス保安法
　　　　・PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（大阪府条例）

　　　２．エネルギーに関する法律
　　　　・省エネ法：エネルギー使用の合理化に関する法律
　　　　・地球温暖化対策の推進に関する法律（大阪府条例）

　　　３．公害に関する法律
　　　　・大気汚染防止法
　　　　　　・改正自動車NOx・PM法：自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（大阪府・東京都条例）

　　　　・水質汚濁防止法
　　　　・浄化槽法
　　　　・騒音振動規制法

　　　４．廃棄物・リサイクルに関する法律
　　　　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（大阪府条例）

　　 　５．土地利用に関する法律
　　　　・ビル用水法：建築物用地下水の採取の規制に関する法律（大阪府・枚方市条例）

　　３－２　環境測定記録　
　　　１．原単位推移（エネルギー消費量とＣＯ２排出量について）
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３．２０２１（Ｒ３)年度 環境活動結果
会社が守らなければな
らない法律って、沢山あ
るのですね

３年間の実績としては、ほぼ良い数字で

推移してますね、更なる改善に期待します。



　　　２．公害測定データ（判定基準：大阪府条例及び枚方市条例・摂津市条例に基づく）
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計測がしっかりと

できていて、結果も

良好ですね！

本社・枚方工場は、
騒音規制値を

クリアするような

努力が必要ですね！

そうですね！本社・枚方工場も規制値をクリ

アして、早く鳥飼工場のように工場の内外環境

に変化がない限り測定しなくても良いように
努力致します。

鳥飼工場は、過去の計

測デｰターからみてクリ

アできてますね！！



　　３－３　特記事項
　　　　・河川への汚水排水事故
　　　　　　２０１０（H22)年８月６日（金）　本社工場おいて汚水を誤まって河川へ流してしまい、枚方市及び春日水利組合様に
　　　　　　ご迷惑をお掛けいたしました事を深く反省しております。
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４．環境活動計画 ( 3年間 ）
（ISO14001の目的目標及び維持管理）

２０２０年度から３カ年計画が始まりました。

目的を達成できるように皆で頑張って下さい！

２０１０（H22)年事故の教訓をいかして教
育・訓練を実施して下さいね！！

これが３年間の
目的目標です。



５ページ

『ＩＳＯ１４００１の要求事項と改正省エネ法について』

環境管理責任者 宮階

ＩＳＯ１４００１の目的は、『地球環境を破壊することなく企業活動をおこなうこと』で

あり、そのために環境関連法規制を順守してかつ自主的な改善活動を進めることが大

切です。当社が該当している主な法規制は、１．化学物質に関する法律、２．エネル

ギーに関する法律、３．公害に関する法律、４．廃棄物・リサイクルに関する法律、

５．土地利用に関する法律であり、法改正に伴い毎年提出している実績報告書も、

１．枚方市条例改正：地下水採取量等報告書・・・自主的な提出と水位測定が追加
２．府条例改正：大阪府化学物質管理制度における報告書・・・

大規模地震による対策計画書の追加

３．省エネ法改正：定期報告書・・・・・電気需要平準化の報告が追加

の内容が追加項目となっております。

さて『エネルギー使用の合理化に関する法律』を略して省エネ法と呼ばれていました
が、今回の改正は従来の『天然資源（ガソリン等）の枯渇防止すること』に加え『電気
需要の平準化』を追加目的とし、目標は３年間で３％削減となっております。

直近の全社エネルギー消費量 原単位においての推移は下記の通り

2019(R1)年度 ５１７４／９３２７＝０．５５５（KＬ／ｔ）

2020(R2)年度 ３１３８／４８４６＝０．６４８（KＬ／ｔ）

2021(R3)年度 ３０８７／５５９６＝０．５５２（KＬ／ｔ）

経済産業省への定期報告書においては各事業所の業種別となっており、当社におい
て下記の３つに分けて報告しております。

非鉄金属鋳物製造業・・・・・・・・・・・・・・・・本社工場、春日西工場、枚方工場
金属用金型・同部品・附属品製造業・・・・鳥飼工場
主として管理事務を行う・・・・・・・・・・・・・・東京営業所

２０２０年度に環境管理３ケ年計画が新たにスタートし２０２２年度は、まとめの年度と成
ります。新型コロナウイルスの影響で生産量が激減しており、目標としている年間１％
のエネルギー量削減が厳しい状況となって来ておりますが、社員一丸と成って小さな努
力を積み重ね、今年度においても省エネ・省CO2活動に努めて参ります。

以上

5．社内環境だより



  2011(H23)年 8月 初版発行

　　　　　　　　　環境事務局　2022（Ｒ4)年 8月 発行

その２

『活動トピックス』

管理部 部長 井出

・ 社内会議のオンライン化や、年末調整を始めとする人事関係事務をWEB申請に
切り替える等、社内の事務関係のペーパーレス化と、業務の効率化を併行して
推進しています。

・ インドネシアにある子会社「PT.NAKAKIN  INDONESIA」において、アルミ鋳造工程
での不良率低減を通じて、省エネルギー化・二酸化炭素の排出削減・省資源化等
の環境対策並びにコスト低減を図っています。
不具合の原因追求や、対策方法立案等の現地指導には、一般財団法人海外人材
育成協会（ＡＯＴＳ）の専門家派遣事業を利用しています。この制度を利用して、
累計８名の当社社員を専門家として現地に派遣をしてきました。単なる指導だけに
止まらず、同時に人材育成にも注力し、現地スタッフの自立化に努め、専門家帰国
後も環境対策の定着化をフォローしています。
引続き、なお一層の生産工程の省資源化に、取組んで参る所存です。

・ 国の実施する各種中小企業・地域経済支援施策に則って、古い設備の更新や
生産ラインの組替えを適宜実施し、生産効率改善、省エネ化、各種コスト軽減に
取組んでいます。
直近では、令和２年度ものづくり補助金を活用して、３次元測定器等を購入し、
従来以上のスピーディーな検査並びに検査結果のフィードバックによる製造技術
の向上に取り組んでいます。

・ 老朽化した空調・水銀灯等の省エネ化、工場全体のエネルギーコスト低減と
二酸化炭素の排出削減を目指し、中小企業の省エネ・生産性革命投資促進事業
の補助金を利用した活動を２０１６年度に実施しました（CO2削減量：年間１３４ｔ）。
合わせて電力ピークカットも実施し、△１０％のコスト低減を達成しました。
その後も継続的に省エネ機器への更新を実施しています。２０１９年度以降、
空調機２５系統、水銀灯８９台、蛍光灯９０台の追加省エネ投資を実施しました。

・ エネルギー消費量の大きい設備である溶解炉の小型化に取り組みました。
老朽化設備を高性能小型化することにより、容量の適正化、生産の効率化、
省エネルギー化に寄与できました。

・ 鋳造後の廃砂の再生の取組みも順調に進み、足許の再生率は７割以上に
高まってきています。
本件を通じて、産業廃棄物排出量の削減、産廃処理費用と新砂購入費用の削
減に大きく寄与できるよう引続き注力して参ります。


